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（事件類型）損害賠償 （結論）原判決一部変更  

（関連条文）著作権法２条１項９号の５イ，１５号，１９条，２０条，２１条，２３条１

項，１１４条３項，民法４１６条１項，７０９条  

（原審）東京地裁令和元年５月３１日判決（平成３０年（ワ）第３２０５５号）  

 

判  決  要  旨  

１ 本件は，１審原告が，１審被告が１審原告の著作物である写真（以下「本件写真」と

いう。）の画像データを一部改変の上，オンライン・カラオケサービス（以下「本件サ

ービス」という。）のアカウントの自己のプロフィール画像等としてアップロードした

行為が１審原告の著作権（複製権及び公衆送信権）及び著作者人格権（氏名表示権及び

同一性保持権）の侵害行為に当たる旨主張して，１審被告に対し，著作権侵害及び著作

者人格権侵害の不法行為に基づく損害賠償として，１６８万９８４８円及びうち８４万

４９２４円に対する平成２８年１月７日から，うち８４万４９２４円に対する同年２月

１８日から各支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事

案である。 

原判決は，１審原告が主張する２つの著作権等侵害行為を一連の不法行為と捉えた上，

１審被告に対し，７１万２２２６円及びこれに対する同日（原告が主張する２回目の侵

害行為の日）から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を命じる限度で１

審原告の請求を認容し，その余の請求を棄却した。  

原判決に対して，１審原告は，１審原告の敗訴部分のうち，７６万６０００円及びこ

れに対する遅延損害金の支払請求を棄却した部分を不服として控訴を提起し，１審被告

は，１審被告の敗訴部分全部を不服として控訴を提起した。  

２ 本判決は，大要，次のとおり判断して，１審被告の控訴に基づき，原判決を一部変更

し，１審被告の支払額元金を減額して，かつ，遅延損害金の起算日を各侵害行為の日と

して，１審被告に対し，５８万２２２６円及びうち２９万１１１３円に対する平成２８
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事件番号  令和元年（ネ）第１００４８号 

○ ２羽のペンギンを撮影した１枚の写真の著作物について，被写体のペンギンを１羽

ずつ複製及び公衆送信した各行為について，各ペンギンの写真に独立した著作物性を

認めて２個の著作権侵害を認定した上で，著作権法１１４条３項の損害額の算定にお

いては，上記各行為を全体としてみれば１個の著作物を１回利用したものと評価する

ことができるとした事例。 

○ 著作権等侵害訴訟に先立ち被告を特定するためにされた仮処分申立事件において，

仮処分申立事件に係る弁護士費用のうち裁判所に提出する書類の訳文に係る翻訳料相

当分について，不法行為と相当因果関係がある損害と認めなかった事例。 
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年１月７日（１回目の侵害行為の日）から，うち２９万１１１３円に対する同年２月１

８日（２回目の侵害行為の日）から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払うよ

う命じた。 

(1) 本件写真の著作権及び著作者人格権の侵害の成否について 

本件写真は，１審原告が２羽のペンギンが前後（写真上は左右）に並んで歩いてい

る様子を構図，陰影，画角及び焦点位置等に工夫を凝らし，シャッターチャンスを捉

えて撮影したものであり，１審原告の個性が表現されているものと認められるから，

創作性があり，１審原告を著作者とする写真の著作物（同法１０条１項８号）に当た

る。 

また，本件写真の２羽のペンギンのうち，右側のペンギンのみを被写体とする部分

は，著作物である本件写真の一部であるが，当該部分にも構図，陰影，画角及び焦点

位置等の点において，１審原告の個性が表現されているものと認められるから，創作

性があり，独立した著作物性があるものと認められる。同様に，本件写真の２羽のペ

ンギンのうち，左側のペンギンのみを被写体とする部分は，著作物である本件写真の

一部であるが，１審原告の個性が表現されているものと認められるから，創作性があ

り，独立した著作物性がある。 

１審被告は，平成２８年１月７日頃，１審原告が本件写真を画像データ化した画像

（以下「原告画像」という。）をインターネットのウェブサイトからダウンロードし，

同日頃には，原告画像の２羽のペンギンのうち，右側のペンギン及びその背景のみを

切り出すトリミング処理をし，原告画像に存在した原告氏名表示を削除した上で，当

該画像データを本件サービスのプロフィール画像として使用するためにアップロード

し（以下「行為１」という。），同年２月１８日頃には，原告画像の２羽のペンギン

のうち，左側のペンギン及びその背景のみを切り出すトリミング処理をし，原告画像

に存在した１審原告の氏名表示を削除した上で，当該各画像データを前同様にアップ

ロードし（以下「行為２」という。），これらのアップロードにより，本件写真の一

部が有形的に再製され，送信可能化されたものと認められるから，１審被告の上記各

行為は，それぞれが，１審原告の有する本件写真の複製権及び公衆送信権の侵害に当

たるとともに，１審原告の氏名表示権及び同一性保持権の侵害に当たる。 

(2) １審原告の損害額について 

ア 著作権法１１４条３項に基づく損害額について 

１審被告の行為１及び２は，独立した行為ではあるが，それぞれ，１個の著作物

である本件写真の一部である右側のペンギンのみを被写体とする部分（右側部分）

及び左側のペンギンのみを被写体とする部分（左側部分）を複製及び公衆送信化し

たものであるから，全体としてみれば１個の著作物を１回利用したものと評価する

ことができる。 

このような１審被告の侵害行為の態様に照らすと，本件における著作権法１１４
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条３項に基づく損害額は，本件写真に関する利用料相当額に利用期間を乗じて算定

するのが相当である。 

イ 発信者情報開示等関係費用のうちの仮処分申立費用について 

仮処分申立事件において，裁判所に提出する書類の訳文に係る翻訳料は，民事訴

訟費用等に関する法律２条８号の費用に該当し，債権者の申立てが認容された場合

には債務者が負担することになるから（民事保全法７条，民事訴訟法６１条），仮

処分事件の債権者であって，その申立てが認容された１審原告は，本来，１審被告

ではなく同仮処分の債務者から，上記の費用の支払を受けるべきものである。そし

て，１審原告と１審原告代理人間の委任契約に係る着手金に含まれるとされる英訳

費用相当分について，上記債務者ではなく１審被告に負担させるべき特段の事情を

認めるに足りる証拠はない。 

したがって，本件訴訟提起に先立つ仮処分申立事件に係る費用のうち上記英訳費

用相当分については，１審被告の不法行為と相当因果関係がある損害と認めること

はできない。 


